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E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制

一

序

論

二
　
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
問
題
点

A
　
共
同
体
権
限

B
　
機
関
の
構
成

C
　
立
法
過
程

三
　
E
C
条
約
第
二
三
五
条
と
欧
州
議
会
権
限

A
　
立
法
過
程
に
お
け
る
権
限

B
　
監
督
的
権
限

C
　
提
訴
権

四五六

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制

加
盟
国
議
会
に
よ
る
民
主
的
統
制

結
論

-
>

請

西
　
谷

欧
州
共
同
体
の
理
事
会
及
び
委
員
会
の
制
定
す
る
共
同
体
法
は
、
伝
統
的
国
際
機
構
の
機
関
の
決
議
と
は
異
な
り
、
加
盟
国
政
府
の
み

(
1
)

な
ら
ず
へ
加
盟
国
国
内
の
住
民
に
対
し
て
も
直
接
適
用
さ
れ
拘
束
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
の
国
内
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
共
同
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G
>

体
立
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
法
の
直
接
効
力
(
d
i
r
e
c
t
e
f
f
e
c
t
)
及
び
直
接
適
用
性
(
d
i
r
e
c
t
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
)

i
f
-
)

と
と
も
に
へ
共
同
体
司
法
裁
判
所
は
一
九
六
四
年
の
C
o
n
s
t
a
v
E
N
E
L
事
件
判
決
以
降
、
加
盟
国
に
お
い
て
直
接
適
用
さ
れ
る
共
同
体

法
が
'
憲
法
を
含
む
加
盟
国
国
内
法
に
優
位
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
法
の
優
位
原
則
に
対
し
て
、
国
内
裁
判
所
が

I
-
T
)

強
い
抵
抗
を
示
し
た
加
盟
国
も
あ
っ
た
が
'
今
日
で
は
い
ず
れ
の
加
盟
国
国
内
裁
判
所
も
、
原
則
的
に
憲
法
を
含
む
国
内
法
に
対
す
る
共

'

"

蝣

'

)

同
体
法
の
優
位
性
を
承
認
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
同
体
に
お
い
て
は
、
共
同
体
機
関
が
行
う
立
法
の
加
盟
国
政
府
及
び
加
盟
国
国
民
に
対
す
る
直
接
適
用
性
及
び
直
接

効
力
並
び
に
加
盟
国
国
内
法
に
対
す
る
共
同
体
法
の
優
位
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
'
共
同
体
の
よ
う
な
広
範
か
つ
強
力
な
権
限
を
有
す

る
機
構
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
憲
法
に
お
け
る
よ
う
な
基
本
的
人
権
の
保
障
及
び
立
法
過
程
に
お
け
る
民
主
的
統
制
が
不
可
欠
と
な
る
。

0

し
か
し
な
が
ら
'
共
同
体
自
体
が
民
主
主
義
原
則
に
基
礎
を
置
-
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
共
同
体
の
立
法
手
続
に
お
い
て
は
民
主
的
正

(
7
)

当
性
を
付
与
す
る
仕
組
み
が
十
分
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
条
約
の
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
体
に

ょ
る
広
範
な
分
野
で
の
活
動
が
支
持
さ
れ
て
き
た
の
は
'
共
同
体
の
立
法
手
続
に
お
い
て
民
主
的
機
関
に
よ
っ
て
厳
格
か
つ
明
確
な
民
主

的
統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
基
づ
-
の
で
は
な
-
、
共
同
体
に
よ
る
政
治
的
及
び
経
済
的
活
動
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
理

(
8
)

由
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
体
が
、
ま
す
ま
す
広
範
な
、
し
ば
し
ば
共
同
体
条
約
採
択
時
に
お
い
て
は
全
-
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
分
野

に
お
い
て
活
動
を
行
い
へ
　
加
盟
国
議
会
の
排
他
的
立
法
権
限
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
項
に
対
し
て
も
共
同
体
立
法
を
行
う
よ

う
に
な
る
に
つ
れ
、
共
同
体
条
約
の
規
定
に
お
い
て
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
共
同
体
機
関
又
は
加
盟
国
議
会
が
立
法
手
続
に
十
分
に
関

(

<

"

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

S

与
し
な
い
と
い
う
「
民
主
主
義
の
欠
損
」
　
(
d
e
m
o
c
r
a
t
i
c
d
e
f
i
c
i
t
)
　
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
次
第
に
、
加
盟
国
へ

加
盟
国
国
内
裁
判
所
へ
　
加
盟
国
議
会
及
び
連
邦
構
成
主
体
が
'
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
活
動
範
囲
の
拡
大
に
対
し
て
、
疑
問
を
呈
す
る
よ
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(=)

ぅ
に
な
り
へ
ま
た
加
盟
国
憲
法
と
の
整
合
性
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
0

と
こ
ろ
で
へ
E
C
条
約
は
'
第
二
三
五
条
に
お
い
て
、
共
同
体
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
共
同
体
条
約
が
必
要
な
権
限
を
定
め
て
い
な

s

い
場
合
、
こ
の
よ
う
な
権
限
を
共
同
体
機
関
に
付
与
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
特
別
の
規
定
を
お
く
O
共
同
体
に
お
い
て
は
、
1
九
七
二

3

年
の
パ
リ
首
脳
会
議
以
降
、
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
を
適
用
し
て
共
同
体
立
法
を
行
う
件
数
及
び
分
野
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
こ
の

よ
う
な
当
該
規
定
の
権
限
付
与
規
定
と
い
う
性
質
及
び
当
該
規
定
が
共
同
体
の
新
分
野
へ
の
権
限
拡
大
に
当
た
っ
て
果
た
し
た
役
割
と
も」

相
ま
っ
て
、
他
の
個
別
的
権
限
規
定
に
も
増
し
て
、
特
に
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
実
現
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
態
様
及
び
限
度
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
二
に
お
い
て
は
、
第

二
三
五
条
に
規
定
さ
れ
る
手
続
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
態
様
を
'
三
に
お
い
て
は
'
民
主
的
機
関
で
あ
る
欧
州
議
会
の
第
二
三
五
条
に

か
か
わ
る
権
限
及
び
そ
の
限
界
を
'
四
に
お
い
て
は
'
民
主
的
統
制
が
適
用
さ
れ
る
条
約
改
正
に
か
か
わ
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N

(
3
)

条
の
手
続
と
第
二
三
五
条
と
の
比
較
を
、
欧
州
政
治
同
盟
の
基
礎
条
約
で
あ
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
改
正
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

た
欧
州
議
会
の
権
限
強
化
の
範
囲
及
び
そ
の
限
界
を
考
慮
し
っ
つ
検
討
す
る
。

二
　
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
問
題
点

第
二
三
五
条
に
お
け
る
共
同
体
権
限
の
性
格
へ
権
限
行
使
主
体
及
び
立
法
過
程
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
後
述
す
る
欧
州
議
会
に
よ
る
干

与
を
例
外
と
し
て
、
第
二
三
五
条
に
お
い
て
は
民
主
的
統
制
が
行
使
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

A
　
共
同
体
権
限

E
C
条
約
第
二
三
五
条
以
外
の
共
同
体
権
限
に
関
し
て
は
、
共
同
体
条
約
締
結
時
及
び
共
同
体
に
新
た
な
加
盟
国
の
加
盟
が
認
め
ら
れ
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た
時
点
に
お
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
共
同
体
機
関
の
構
成
よ
り
生
じ
る
制
限
を
内
包
し
な
が
ら
も
、
第
二
三
五
条
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、

民
主
的
統
制
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
条
約
に
よ
り
1
定
の
主
権
的
権
限
が
共
同
体
に
委
譲
さ
れ

る
に
あ
た
っ
て
は
'
一
般
的
又
は
抽
象
的
な
文
言
に
よ
り
権
限
が
共
同
体
に
付
与
さ
れ
る
の
で
は
な
く
権
限
は
条
約
の
規
律
す
る
分
野

及
び
そ
の
性
質
に
従
い
可
能
な
限
り
厳
密
に
定
義
さ
れ
、
共
同
体
理
事
会
及
び
委
員
会
は
こ
の
よ
う
に
し
て
付
与
さ
れ
た
権
限
を
条
約
が

a

定
め
る
条
件
に
従
っ
て
行
使
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
共
同
体
に
付
与
さ
れ
た
権
限
は
、
共
同
体
条
約
の
締
結
及
び
共
同

(S)

体
加
盟
の
時
点
に
お
い
て
'
各
加
盟
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
民
主
的
手
続
に
従
っ
て
委
譲
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
内
に
お
い
て
民

主
的
統
制
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
第
二
三
五
条
に
お
い
て
は
'
「
共
同
市
場
の
運
営
に
あ
た
っ
て
、
共
同
体
の
目
的
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
共
同

(S)

体
の
行
動
が
必
要
と
思
わ
れ
、
こ
の
条
約
が
こ
の
た
め
必
要
な
行
動
を
と
る
権
限
を
定
め
て
い
な
い
場
合
」
と
い
う
限
定
が
存
在
す
る
も

の
の
、
当
該
規
定
は
広
範
な
権
限
付
与
権
限
を
、
共
同
体
機
関
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
'
第
二
三
五
条
に
規
定
さ
れ
る
権
限
の
性
格
故
、

当
該
規
定
が
共
同
体
の
立
法
手
続
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
実
現
に
与
え
る
影
響
は
、
他
の
個
別
的
立
法
権
限
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
多

(
2
0
)

大
な
も
の
と
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

B
　
機
関
の
構
成

E
C
条
約
第
二
三
五
条
は
'
「
理
事
会
は
、
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
全
会
一
致
で
、
か
つ
、
欧
州
議
会
と
協
議
の
後
へ
適
当
な
措
置
を

と
る
」
と
規
定
す
る
。
当
該
規
定
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
第
二
三
五
条
に
基
づ
い
て
共
同
体
に
付
与
さ
れ
た
権
限
を
行
使
す
る
の
は
、
共

同
体
理
事
会
へ
委
員
会
及
び
欧
州
議
会
で
あ
る
。

提
案
を
行
う
共
同
体
委
員
会
は
、
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
行
政
的
機
関
で
あ
り
'
共
同
体
委
員
は
加
盟
国
政
府
の
合
意
に
よ
っ
て
五

a

年
の
任
期
で
任
命
さ
れ
る
。
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(
2
2
)

最
終
的
な
決
定
を
行
う
共
同
体
理
事
会
は
、
加
盟
国
政
府
の
参
画
が
認
め
ら
れ
、
各
加
盟
国
の
閣
僚
級
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

審
議
す
る
事
項
に
よ
っ
て
出
席
す
る
構
成
員
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
構
成
員
は
各
加
盟
国
憲
法
上
立
法
権
限
を
有
し
て
お
ら
ず
、
法
律

(
8
)

を
執
行
し
行
政
立
法
を
行
う
権
限
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
構
成
員
は
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
た
め
、
議
院
内
閣
制
度
を
有
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
も
間
接
的
な
早
王
的
統
制
に
服
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
,
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の

(
3

理
事
会
に
お
け
る
共
同
体
立
法
に
対
し
て
は
、
加
盟
国
国
内
制
度
又
は
加
盟
国
国
民
に
よ
る
直
接
的
な
民
主
的
統
制
は
及
ば
な
い
。

こ
の
よ
う
に
へ
立
法
過
程
に
携
わ
る
こ
れ
ら
の
共
同
体
機
関
双
方
と
も
に
行
政
的
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す

(&)

る
な
ら
ば
、
提
案
及
び
決
定
の
段
階
に
お
い
て
は
民
主
的
統
制
の
実
現
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

C
　
立
法
過
程

共
同
体
理
事
会
は
、
そ
の
構
成
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
手
続
に
お
い
て
も
1
般
的
な
民
主
的
機
関
に
要
求
さ
れ
る
基
準
を
満
た
す
と
は
い

(
8
)

ぇ
な
い
。
す
な
わ
ち
へ
理
事
会
手
続
規
則
に
よ
る
な
ら
ば
、
理
事
会
の
議
事
は
非
公
開
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
民
主
的
機
関
に
お
い
て

は
一
般
的
に
求
め
ら
れ
る
公
開
性
の
原
則
に
欠
け
る
。

1
九
九
二
年
1
二
月
〓
I
l
三
日
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
お
い
て
開
か
れ
た
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
共
同
体
の
政
策
決
定
過
程
に
お

け
る
透
明
度
を
確
保
す
る
た
め
へ
共
同
体
に
よ
る
措
置
に
よ
り
影
響
を
被
る
地
域
に
対
し
'
当
該
措
置
が
加
盟
国
又
は
他
の
国
内
自
治
主

(S)

体
に
よ
る
措
置
と
比
較
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
合
意
さ
れ
た
。
ま
た
、
重
要
な
政
策

(
8
)

論
議
の
テ
レ
ビ
放
送
及
び
共
同
体
理
事
会
に
お
い
て
と
ら
れ
た
全
て
の
正
式
な
投
票
を
記
録
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
,

こ
の
合
意
に
基
づ
-
実
行
は
未
だ
明
か
で
は
な
-
、
ま
た
共
同
体
立
法
の
採
択
過
程
及
び
常
駐
代
表
委
員
会
の
重
要
性
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
へ
共
同
体
理
事
会
に
お
け
る
最
終
過
程
の
公
開
の
み
で
は
'
民
主
的
手
続
が
実
現
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。

と
こ
ろ
で
へ
第
二
三
五
条
に
お
い
て
は
'
理
事
会
は
そ
れ
の
み
で
は
共
同
体
立
法
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
委
員
会
に
よ
る
提
案
に
基
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づ
い
て
の
み
立
法
す
る
こ
と
が
で
き
、
共
同
体
機
関
相
互
間
の
権
限
の
均
衡
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)

委
員
会
は
、
独
立
性
が
十
分
に
保
証
さ
れ
た
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
委
員
会
委
員
は
そ
の
任
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て

は
、
共
同
体
の
一
般
的
な
利
益
の
た
め
完
全
に
独
立
し
て
そ
の
任
務
を
遂
行
L
へ
い
か
な
る
政
府
又
は
機
関
の
指
示
も
求
め
ず
ま
た
受
諾

(
3
0
)

し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
O
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
提
案
は
共
同
体
利
益
を
第
1
に
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

IS,

た
,
理
事
会
が
委
員
会
の
提
案
を
修
正
す
る
に
は
、
常
に
全
会
一
致
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
二
三
五
条
に
基
づ
く
共

同
体
立
法
に
お
い
て
、
共
同
体
の
利
益
を
代
表
す
る
委
員
会
権
限
と
、
各
加
盟
国
の
利
益
を
代
表
す
る
共
同
体
理
事
会
権
限
と
の
均
衡
が

は
か
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
均
衡
が
は
か
ら
れ
る
利
益
は
、
あ
-
ま
で
共
同
体
利
益
と
加
盟
国
利
益
で
あ
り
、
国
内
に
お
け
る

行
政
府
と
立
法
府
の
関
係
の
よ
う
な
、
民
主
的
手
段
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
機
関
に
よ
る
行
政
機
関
の
監
督
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
第
二

三
五
条
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
は
'
共
同
体
理
事
会
と
委
員
会
の
間
に
関
す
る
限
り
働
き
得
な
い
。

ま
た
実
行
に
お
い
て
は
'
委
員
会
は
非
公
式
に
加
盟
国
の
代
表
と
協
議
し
た
上
で
、
理
事
会
へ
提
出
す
る
提
案
草
案
を
作
成
し
て
い
る
。

委
員
会
代
表
は
、
提
案
が
理
事
会
へ
提
出
さ
れ
た
後
も
'
常
駐
代
表
委
員
会
又
は
常
駐
代
表
委
員
会
が
設
置
す
る
作
業
部
会
に
出
席
し
、

そ
こ
に
お
け
る
加
盟
国
代
表
と
の
討
議
を
参
考
に
委
員
会
提
案
を
修
正
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
へ
理
事
会
と
委
貞
会
に
お
け
る
権
限
の
均

衡
は
,
あ
く
ま
で
条
約
規
定
上
の
も
の
で
あ
り
、
実
行
に
お
い
て
は
へ
そ
の
関
係
は
よ
り
協
力
的
又
は
交
渉
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
と
い

・
,
<
蝣
・
.
(
"
・
>
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三
　
E
C
条
約
第
二
三
五
条
と
欧
州
議
会
権
限

共
同
体
に
お
い
て
は
、
真
に
民
主
的
手
続
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
、
共
同
体
に
結
合
し
た
諸
国
の
国
民
の
代
表
よ
り
構
成
さ
れ
た
欧
州

(
:
ー
1
)

議
会
が
存
在
す
る
。
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
も
、
理
事
会
は
欧
州
議
会
へ
の
諮
問
が
求
め
ら
れ
る
が
,
単
一
欧

州
議
定
書
及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
欧
州
議
会
の
権
限
強
化
の
後
に
お
い
て
も
う
第
二
三
五
条
に
お
け
る
欧
州
議
会
の
立
法
手

続
に
対
す
る
関
与
及
び
他
の
機
関
に
対
す
る
監
督
権
限
は
、
制
度
上
限
定
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

A
　
立
法
過
程
に
お
け
る
権
限

単
7
欧
州
議
定
書
の
発
効
以
前
で
は
'
欧
州
議
会
は
'
国
内
議
会
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
立
法
権
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
.
そ
の
主
要
な

a

任
務
は
、
E
E
C
条
約
第
二
二
七
条
が
規
定
し
て
い
た
よ
う
に
'
諮
問
的
及
び
監
督
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条

(S>

に
お
い
て
は
、
理
事
会
が
決
定
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
欧
州
議
会
の
諮
問
を
必
要
と
し
て
い
た
。

諮
問
手
続
に
よ
る
な
ら
ば
へ
委
員
会
は
法
案
を
理
事
会
に
送
付
し
'
理
事
会
は
欧
州
議
会
に
意
見
を
要
請
す
る
。
理
事
会
は
,
こ
の
意

見
を
受
け
て
、
委
員
会
捷
出
の
法
案
を
採
択
す
る
。
こ
の
よ
う
に
諮
問
手
続
に
お
い
て
は
'
欧
州
議
会
に
よ
る
民
主
的
統
制
は
、
非
常
に

制
限
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
へ
欧
州
議
会
の
意
見
は
、
理
事
会
の
意
志
決
定
を
何
等
法
的
に
拘
束
せ
ず
、
理
事
会
は
欧
州

(S)

議
会
の
意
見
を
単
に
参
考
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
理
事
会
は
、
欧
州
議
会
の
意
見
に
従
わ
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
を
開
示
す
る
義
務

も
存
在
し
な
い
。

<

"

サ

.

_

_

.

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

f

t

)

l
九
八
七
年
の
単
1
欧
州
議
定
書
に
よ
り
協
力
手
続
が
導
入
さ
れ
、
1
九
九
三
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
共
同
決
定
手
続
及

<

S

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

s

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

=

)

び
通
知
手
続
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
意
手
続
及
び
協
力
手
続
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
,
欧
州
議
会
に
よ
る
民
主
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的
統
制
が
強
化
さ
れ
た
が
、
第
二
三
五
条
に
関
す
る
限
り
一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
以
来
の
諮
問
手
続
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
へ
欧

州
議
会
の
立
法
過
程
に
お
け
る
権
限
は
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

B
　
監
督
的
権
限

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
改
正
以
前
に
お
い
て
は
、
欧
州
議
会
の
監
督
的
権
限
は
'
主
と
し
て
委
員
会
に
対
す
る
政
治
的
統
制
よ

(
3

り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
「
委
員
会
は
総
会
ま
た
は
そ
の
構
成
員
の
質
問
に
対
し
'
口
頭
ま
た
は
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
」
と
の
規

定
に
基
づ
き
、
欧
州
議
会
お
よ
び
欧
州
議
会
議
員
は
、
議
会
の
席
上
ま
た
は
書
面
に
よ
り
委
員
会
に
質
問
を
行
い
、
そ
の
回
答
を
求
め
る

1
-
j
!
>

こ
と
が
で
き
る
O
第
二
に
、
,
欧
州
議
会
は
、
委
員
会
の
握
出
す
る
l
般
年
次
報
告
を
審
議
す
る
O
第
三
に
'
欧
州
議
会
は
、
投
票
数
の
三

分
の
二
で
か
つ
議
会
の
構
成
員
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
り
へ
委
員
会
の
不
信
任
決
議
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
へ
不
信
任
決
議
が
採
択
さ
れ

(
3
)

た
場
合
へ
委
員
会
は
総
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欧
州
議
会
の
理
事
会
に
対
す
る
関
係
は
'
委
員
会
に
対
す
る
よ
う
な
上
下
関
係
で
は
な
く
む
し
ろ
同
列
的
関
係
で
、
「
理
事
会
は
-
-

M

総
会
に
対
し
て
墾
1
1
H
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
み
規
定
さ
れ
て
お
り
、
欧
州
議
会
の
理
事
会
に
対
す
る
質
問
権
に
つ
い
て
規
定
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
行
に
お
い
て
は
'
理
事
会
も
欧
州
議
会
の
質
問
に
対
し
て
回
答
す
る
慣
行
が
確
立
し
て
い
る
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
い
て
は
'
欧
州
議
会
が
総
議
員
の
絶
対
多
数
に
よ
り
、
共
同
体
委
員
会
に
対
し
て
適
当
な
法
案
を
提
出
す

(
B

る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
の
で
き
る
法
案
提
出
請
求
権
へ
総
議
員
の
四
分
の
1
の
要
請
に
よ
り
、
査
問
委
員
会
(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
l
n
q
u
r
y
)

(S)

を
設
置
し
共
同
体
法
の
履
行
に
関
す
る
違
反
の
申
立
又
は
不
当
な
行
政
行
為
に
つ
い
て
議
会
が
独
自
に
調
査
す
る
権
限
へ
共
同
体
市
民
及

(
5
)

び
共
同
体
に
存
在
す
る
自
然
人
又
は
法
人
が
直
接
欧
州
議
会
に
請
願
す
る
請
願
権
、
共
同
体
の
違
法
行
為
に
関
し
て
不
服
申
立
を
受
け
付

(

S

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

3

)

け
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
任
命
す
る
欧
州
議
会
権
限
並
び
に
共
同
体
委
員
会
の
1
括
承
認
権
が
新
た
に
認
め
ら
れ
た
.

以
上
の
よ
う
な
監
督
的
権
限
、
特
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
監
督
的
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
欧
州
議
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会
は
第
二
三
五
条
に
お
い
て
も
〓
疋
の
民
主
的
統
制
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

C
　
提
　
訴
　
権

欧
州
議
会
の
議
決
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
改
正
以
前
に
お
い
て
E
E
C
条
約
第
1
七
三
条
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か

(
5
0
)

か
わ
ら
ず
、
当
該
行
為
が
第
三
者
に
対
し
て
法
的
効
果
を
有
す
る
場
合
、
共
同
体
司
法
裁
判
所
に
よ
る
合
法
性
審
査
の
対
象
と
な
る
と
考

(
5
1
)

え
ら
れ
て
い
た
。

他
方
へ
議
会
は
、
E
E
C
条
約
第
一
七
五
条
に
基
づ
い
て
、
理
事
会
又
は
委
員
会
の
不
作
為
に
対
し
て
'
訴
訟
を
提
訴
す
る
権
限
は
有

し
て
い
る
が
'
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
改
正
以
前
に
お
い
て
は
、
E
E
C
条
約
第
一
七
三
条
に
基
づ
い
て
取
消

(S)

し
訴
訟
を
提
訴
す
る
欧
州
議
会
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
共
同
体
裁
判
所
は
t
 
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
v
C
o
u
n
c
i
l
に
お
い

て
、
E
E
C
条
約
第
1
七
三
条
第
1
項
は
議
会
が
提
訴
権
を
有
す
る
と
は
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
及
び
第
1
七
三
条
第
二
項
は
自
然
人
及

び
法
人
の
提
訴
権
を
認
め
て
い
る
が
議
会
は
法
人
格
を
有
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
第
一
七
三
条
第
二
項
に
よ
っ
て
も
提
訴
権
は
有

し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。

(K)

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
規
則
判
決
{
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
v
C
o
u
n
c
i
l
)
　
に
お
い
て
欧
州
議
会
の

第
1
七
三
条
に
基
づ
-
提
訴
権
を
認
め
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
規
則
と
俗
称
さ
れ
る
E
u
r
a
t
o
m
条
約
に
基
づ

く
規
則
が
採
択
さ
れ
た
さ
い
へ
理
事
会
が
議
会
の
意
見
を
求
め
な
か
っ
た
た
め
、
議
会
は
第
1
七
三
条
に
基
づ
い
て
提
訴
し
た
。
裁
判
所

は
、
議
会
が
立
法
過
程
で
有
す
る
特
権
を
理
事
会
が
無
視
し
た
場
合
、
議
会
は
自
己
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
捷
訴
権
を
持
た
ざ
る
を

(S)

得
な
い
と
判
示
し
た
o
 
E
C
条
約
は
'
こ
の
よ
う
な
判
例
を
追
記
し
、
第
7
七
三
条
に
お
い
て
「
裁
判
所
は
、
議
会
-
-
が
、
自
己
の
特

権
を
守
る
た
め
に
提
起
す
る
訴
訟
に
対
し
'
-
-
管
轄
権
を
有
す
る
」
と
規
定
し
'
議
会
の
捷
訴
権
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
に
へ
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
第
一
七
三
条
に
基
づ
-
欧
州
議
会
の
提
訴
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
へ
欧
州
議
会
は
、
第
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二
三
五
条
に
お
け
る
自
己
の
特
権
を
守
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
　
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制

(
5
5
)

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N
条
は
'
共
同
体
条
約
の
改
正
に
関
し
て
規
定
す
る
。
加
盟
国
政
府
又
は
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
条

約
改
正
案
は
、
加
盟
国
政
府
代
表
の
会
議
に
お
け
る
合
意
を
経
た
後
へ
全
て
の
加
盟
国
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
規
定
に
従
っ
て
批

准
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
力
を
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N
条
に
基
づ
い
て
、
共
同
体
権
限
の
拡
大
を
行

う
場
合
に
は
、
加
盟
国
憲
法
に
基
礎
を
お
い
た
民
主
的
統
制
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
基
づ
-
共
同
体
権
限
の
付
与
の
法
的
要
件
は
、
「
共
同
市
場
の
運
営
に
あ
た
っ
て
、
共
同
体

の
目
的
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
共
同
体
の
行
動
が
必
要
と
思
わ
れ
へ
　
こ
の
条
約
が
こ
の
た
め
必
要
な
行
動
を
と
る
権
限
を
定
め
て

い
な
い
場
合
」
に
限
定
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
民
主
的
統
制
は
'
前
述
の
と
お
り
制
限
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
共
同
体
の
実
行
を
検
証
し
て
み
る
な
ら
ば
へ
第
二
三
五
条
の
政
治
的
性
格
も
あ
り
へ
第
二
三
五
条
の
適
用
限
度
と
第
N
条

(<o¥

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
論
者
よ
り
の
批
判
は
あ
る
が
、
第
二
三
五
条
に
お
け
る
目
的

と
い
う
要
件
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
第
二
三
五
条
に
よ
る
手
続
が
他
の
明
示
的
又
は
黙
示
的
権
限
と
抵
触
せ
ず
へ
か
つ

共
同
体
理
事
会
に
お
い
て
加
盟
国
の
全
会
一
致
が
得
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
'
第
二
三
五
条
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
非
常
に
広
範
な
も
の

と
な
り
得
る
。
ま
た
共
同
体
実
行
に
お
い
て
も
、
新
た
な
分
野
に
お
け
る
共
同
体
権
限
を
認
め
ま
た
既
存
分
野
に
お
け
る
共
同
体
権
限
を

a

拡
大
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
第
N
条
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
場
合
に
お
い
て
も
、
第
二
三
五

条
の
手
続
に
基
づ
い
て
共
同
体
権
限
が
認
め
ら
れ
得
る
と
い
う
実
行
が
存
在
す
る
た
め
、
第
二
三
五
条
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
存
否
が
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さ
ら
に
大
き
な
問
題
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
三
五
条
に
対
す
る
広
範
な
解
釈
が
認
容
さ
れ
た
と
し
て
も
'
当
該
条
約
規
定
に
基
づ
-
基
本
的
条
約
規
定
の
改
正
、

特
に
共
同
体
機
関
相
互
間
の
権
限
関
係
の
変
更
を
含
む
制
度
上
の
改
定
、
が
認
容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
変
更
に

関
し
て
は
、
第
二
三
五
条
に
よ
る
欧
州
議
会
に
よ
る
民
主
的
統
制
が
諮
問
に
と
ど
ま
る
限
り
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
N
条
に
よ
る
条

約
改
正
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
加
盟
国
議
会
に
よ
る
民
主
的
統
制

加
盟
国
議
会
は
、
国
内
的
手
続
に
基
づ
い
て
第
二
三
五
条
に
お
け
る
共
同
体
理
事
会
の
意
志
決
定
過
程
に
対
し
て
民
主
的
統
制
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
民
主
的
統
制
も
ま
た
へ
制
限
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ま
ず
第
l
に
、
加
盟
国
政
府
の
1
員
と
し
て
の
理
事
会
の
構
成
員
の
権
限
行
使
に
対
し
て
〓
疋
の
監
督
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
国
内
立
法
機
関
の
権
限
は
、
各
加
盟
国
憲
法
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
る
が
'
全
て
の
加
盟
国
行
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
立
法

(
8
)

府
よ
り
の
監
督
を
受
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
の
よ
う
な
加
盟
国
議
会
に
よ
る
監
督
は
、
理
事
会
に
お
い
て
特
定
多
数
決
が
よ
り
多
-

と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を
減
じ
た
と
い
え
る
。

加
盟
国
議
会
が
共
同
備
理
事
会
の
意
志
決
定
過
程
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
第
二
の
よ
り
直
接
的
な
手
段
と
し
て
、
ほ
ぼ
全
て

の
加
盟
国
議
会
は
、
共
同
体
理
事
会
の
活
動
を
直
接
監
督
し
、
ま
た
そ
の
手
続
に
参
加
す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
討
議
の
域
を
で
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
理
事
会
の
意
志
決
定
過
程
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与

8

え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
加
盟
国
議
会
に
よ
る
共
同
体
の
意
志
決
定
過
程
へ
の
介
入
は
'
自
立
的
機
関
と
し
て
の
共
同
体
の
概
念
に
反

す
る
も
の
で
あ
り
'
ま
た
意
志
決
定
過
程
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
民
主
的
統
制
に
さ
ほ
ど
寄
与
す
る
も

の
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
へ
加
盟
国
議
会
に
よ
る
理
事
会
の
活
動
の
監
督
は
'
共
同
体
の
意
志
決
定
過
程
に
対
す

る
民
主
的
統
制
の
た
め
に
は
最
良
の
も
の
と
は
い
い
難
い
。
共
同
体
権
限
の
拡
大
に
し
た
が
っ
て
へ
共
同
体
加
盟
国
議
会
の
立
法
権
限
が

共
同
体
、
す
な
わ
ち
行
政
的
機
関
で
あ
る
共
同
体
理
事
会
及
び
委
員
会
に
委
譲
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
民
主
的
統
制
の
欠
如
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
根
本
的
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
が
へ
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
欧
州
議
会
の
権
限
強
化
と
い
う
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
ア
プ

(
8
)

ロ
ー
チ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
　
結

請

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
三
五
条
と
い
う
重
要
な
権
限
付
与
規
定
が
、
加
盟
国
議
会
権
限
を
共
同
体
に
移
譲
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、

そ
れ
故
「
民
主
主
義
の
欠
損
」
と
い
う
問
題
が
特
に
当
該
規
定
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
過
程
に
お
け
る
欧
州

議
会
の
権
限
は
'
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
改
正
の
後
に
お
い
て
も
、
諮
問
手
続
に
よ
る
民
主
的
統
制
し
か
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
い
て
、
欧
州
議
会
の
監
督
的
権
限
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
及
び
第
1
七
三
条
に
基
づ
く
提
訴
権
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
へ
他
の
共
同
体
機
関
に
対
す
る
一
般
的
な
民
主
的
統
制
権
限
が
強
化
さ
れ
た
と
と
も
に
'
第
二
三
五
条
に
お
け
る
手
続
確

保
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

た
だ
し
、
議
会
の
提
訴
権
は
、
加
盟
国
、
理
事
会
及
び
委
員
会
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
'
共
同
体
全
体
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め

の
一
般
的
な
権
限
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
自
己
の
特
権
を
擁
護
す
る
た
め
の
限
定
さ
れ
た
権
限
に
と
ど
ま
る
。
い
う
な
ら
ば
、
よ
り
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個
人
の
提
訴
権
に
似
た
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

欧
州
議
会
に
お
い
て
は
、
直
接
選
挙
制
の
導
入
に
よ
り
、
欧
州
議
会
議
員
が
共
同
体
レ
ベ
ル
の
活
動
に
専
念
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
と
も
に
'
欧
州
議
会
が
自
立
的
か
つ
民
主
的
な
非
政
府
間
的
な
共
同
体
機
関
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
会
の
政
治
的
重
要
性

(S)

が
増
し
て
き
た
。
ま
た
欧
州
議
会
は
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
委
員
会
制
を
と
り
、
継
続
的
に
共
同
体
理
事
会
及
び
委
員
会
と
意
見
の
交
換

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
政
治
的
重
要
性
を
高
め
る
努
力
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
共
同
体
自
身
も
共
同
体
の
意
志
決
定
過
程
に
お
け

(S)

る
民
主
的
手
続
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
欧
州
議
会
の
政
治
的
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。こ

の
よ
う
に
へ
民
主
的
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
欧
州
議
会
の
権
限
は
'
第
二
三
五
条
に
関
す
る
限
り
、
法
的
に
は
条
約
規
定
上
は
強

化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
監
督
又
は
諮
問
的
権
限
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
へ
そ
の
実
行
に
お
い
て
他
の
共
同
体
機
関
が
欧
州
議
会
の

'
'
'
'
)

意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
へ
政
治
的
に
実
質
的
な
民
主
的
統
制
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
政
的
機
関

の
民
主
的
機
関
の
意
見
の
尊
重
は
、
あ
-
ま
で
実
行
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
制
度
的
な
保
障
は
存
在
し
な
い
の

で
あ
り
へ
行
政
的
機
関
の
自
重
に
基
づ
-
の
み
で
は
共
同
体
立
法
手
続
に
お
け
る
真
の
民
主
的
統
制
確
保
の
た
め
に
は
十
分
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
欧
州
議
会
権
限
の
拡
大
は
、
共
同
体
に
お
け
る
民
主
的
な
政
治
的
統
制
の
欠
如
を
変
更
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
第
二
三
五
条
に
関
す
る
限
り
そ
れ
は
限
定
的
な
影
響
力
し
か
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ

る
欧
州
政
治
同
盟
は
、
欧
州
連
邦
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
1
歩
で
は
あ
る
が
、
第
二
三
五
条
に
お
け
る
共
同
体
の
活
動
の
民
主
的
統
制

の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
へ
十
分
な
も
の
で
は
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(注)
(
1
)
　
規
則
に
つ
い
て
E
E
C
条
約
第
1
八
九
条
、
E
E
C
条
約
の
不
作
為
規
定
に
つ
い
て
V
a
n
 
G
e
n
d
 
e
n
L
o
o
s
v
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
e
d
e
r

B
e
l
a
s
t
i
n
g
e
n
,
C
a
s
e
2
6
/
6
2
,
[
1
9
6
3
]
E
C
R
l
a
t
1
2
、
作
為
規
定
に
つ
い
て
L
u
t
t
i
c
k
e
G
m
b
H
v
H
a
u
p
t
Z
o
l
l
a
m
t
S
a
a
r
o
u
l
i
s
,
C
a
s
e
.
5
7
/
6
5
,
[
1
9
6
6
]

E
C
R
2
0
5
a
t
2
1
0
、
命
令
に
つ
い
て
G
r
a
n
d
v
F
i
n
a
n
z
m
a
t
T
r
a
u
n
s
t
e
i
n
,
C
a
s
e
9
/
7
0
,
[
1
9
7
0
]
E
C
R
8
2
5
a
t
8
3
7
'
決
定
に
つ
い
て
S
p
A
S
.
A
.
C
.

E

v

M

i

s

i

s

t

r

y

f

o

r

F

i

n

a

n

c

e

o

f

t

h

e

l

t

a

l

i

a

n

R

e

p

u

b

l

i

c

,

C

a

s

e

3

3

/

7

0

,

[

1

9

7

0

]

E

C

R

1

2

1

3

a

t

1

2

2

2

-

1

2

2

3

参

照

.

共
同
体
法
の
直
接
適
用
性
に
つ
い
て
、
山
手
治
之
「
欧
州
共
同
体
法
の
直
接
的
適
用
法
川
畑
」
二
九
七
六
二
止
命
館
法
学
第
1
二
五
・
六
合
併
号
、
1

0
頁
及
び
第
1
二
七
号
四
九
頁
並
び
に
岩
沢
雄
司
『
条
約
の
国
内
適
用
可
能
性
』
　
(
1
9
8
5
)
2
1
9
貢
以
下
参
照
.

(
2
)
　
共
同
体
法
の
直
接
的
効
力
に
つ
い
て
へ
　
V
a
n
G
e
n
d
e
n
L
o
o
s
v
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
e
d
e
r
B
e
l
a
s
t
i
n
g
e
n
,
C
a
s
e
2
6
/
6
2
,
[
1
9
6
3
]
E
C
R

l
 
a
t
1
2
参
照
o

直
接
的
効
力
と
直
接
的
適
用
に
関
し
て
、
W
i
n
t
e
r
,
J
.
,
"
D
i
r
e
c
t
A
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
D
i
r
e
c
t
E
f
f
e
c
t
-
T
w
o
D
i
s
t
i
n
c
t
a
n
d
D
i
f
f
e
r
e
n
t
C
o
n
c
e
p
t
s

i

n

C

m

m

u

n

i

t

y

L

a

w

"

,

[

1

9

7

2

]

C

M

L

R

e

v

4

2

5

;

W

y

a

t

t

,

D

.

,

"

D

i

r

e

c

t

l

y

A

p

p

l

i

c

a

b

l

e

P

r

o

v

i

s

i

o

n

s

o

f

E

E

C

L

a

w

"

,

[

1

9

7

5

1

N

L

J

4

5

8

参

照

o

(

ォ

)

　

C

a

s

e

6

/

6

4

,

[

1

9

6

4

1

E

C

R

5

8

5

a

t

5

9

4

.

(
4
)
　
大
谷
良
雄
「
フ
ラ
ン
ス
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
E
C
法
の
適
用
I
ロ
ー
マ
条
約
7
七
七
条
の
手
続
を
中
心
に
」
(
l
九
八
八
)
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
七
巻

第
言
三
貢
及
び
R
o
t
h
,
W
.
-
H
㍉
T
h
e
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
C
o
m
m
u
n
i
t
y
L
a
w
i
n
W
e
s
t
G
e
r
m
a
n
y
‥
1
9
8
0
-
1
9
9
0
"
,
[
1
9
9
1
]
C
M
L
R
e
v
2
8
参
照
o

(
5
)
　
共
同
体
法
の
優
位
性
に
つ
い
て
、
田
村
悦
一
「
欧
州
共
同
体
と
基
本
権
保
護
の
展
開
」
(
一
九
八
三
)
立
命
館
法
学
第
一
六
八
号
一
七
五
貢
参
照
。

(
6
)
　
民
主
主
義
及
び
法
の
支
配
は
全
て
の
共
同
体
加
盟
国
の
憲
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
お
り
へ
ま
た
共
同
体
裁
判
所
判
例
も
民
主
主
義
原
則
を
基
本
的
な

共
同
体
原
則
の
1
つ
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
　
M
a
i
z
e
n
a
G
m
b
H
v
E
C
C
o
u
n
c
i
l
,
C
a
s
e
1
3
9
/
7
9
,
[
1
9
8
0
]
E
C
R
3
3
9
3
a
t
3
4
2
4
参
照
。
ま
た
そ
こ
に

お
い
て
は
、
民
主
主
義
と
は
議
会
制
民
主
主
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
　
[
1
9
8
8
]
O
J
C
1
8
7
a
t
2
2
9
-
2
3
6
参
照
o

と
こ
ろ
で
、
民
主
主
義
及
び
法
の
支
配
の
定
義
と
し
て
は
、
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
議
会
に
よ
る
立
法
、
法
律
に
基
づ
-
行
政
及
び
議
会
に
よ
る
行
政

府
の
監
督
が
挙
げ
ら
れ
る
o
共
同
体
に
お
い
て
は
'
法
律
に
基
づ
-
行
政
の
原
則
は
充
足
さ
れ
て
い
る
が
{
T
h
e
o
 
N
e
b
e
v
E
C
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
C
a
s
e

2
4
/
6
9
,
1
9
7
0
E
C
R
1
4
5
a
t
1
5
1
)
'
他
の
二
つ
に
関
し
て
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
後
述
二
、
三
及
び
五
参
照
。

(
7
)
　
共
同
体
条
約
自
体
は
人
権
規
定
を
欠
-
が
、
共
同
体
裁
判
所
判
例
及
び
共
同
体
機
関
に
よ
る
宣
言
に
よ
り
共
同
体
に
お
い
て
も
基
本
的
人
権
の
保
障
が

確
保
さ
れ
て
き
た
。



料m刺疏的主氏る:
s

忠に秦五≡二第約秦CE77

共
同
体
裁
判
所
は
、
S
t
a
u
n
d
e
r
v
C
i
t
y
o
f
U
l
m
,
C
a
s
e
2
9
/
6
9
,
[
1
9
6
9
]
E
C
R
4
1
9
a
t
4
2
5
に
お
い
て
'
基
本
的
人
権
は
共
同
体
法
の
一
般
原
則
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
'
共
同
体
裁
判
所
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
判
示
し
た
o
つ
い
で
裁
判
所
は
t
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
H
a
n
d
e
l
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
G
m
b
H
v
E
i
n
f
u
h
r

-
u
n
d
 
V
o
r
r
a
t
s
s
t
e
l
l
e
f
u
r
G
e
t
r
e
i
d
e
u
n
d
F
u
t
t
e
r
m
i
t
t
l
e
,
C
a
s
e
l
l
/
7
0
,
[
1
9
7
0
]
E
C
R
l
1
2
5
a
t
l
1
3
昆
お
い
て
'
基
本
的
人
権
の
保
障
は
共
同
体
裁

判
所
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
「
加
盟
国
に
共
通
な
法
の
1
般
原
則
」
と
不
可
分
の
l
体
を
構
成
す
る
と
述
べ
た
。
同
時
に
へ
裁
判
所
は
'
こ
の
よ
う
な
権

利
の
保
護
は
共
同
体
加
盟
国
に
共
通
の
憲
法
慣
習
よ
り
導
か
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
共
同
体
の
機
構
及
び
目
的
の
枠
組
み
内
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
O
共
同
体
裁
判
所
は
さ
ら
に
'
/
.
N
o
l
d
K
o
h
l
e
n
-
u
n
d
B
a
u
s
t
o
f
f
g
r
o
s
s
h
a
n
d
l
u
n
g
v
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
C
a
s
e
4
/
7
3
,

[
1
9
7
4
]
E
C
R
4
9
1
a
t
5
0
7
-
5
0
8
に
お
い
て
、
共
同
体
加
盟
国
の
憲
法
慣
習
の
類
推
よ
り
'
加
盟
国
の
憲
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
か
つ
保
護
さ
れ
て
い
る

基
本
的
権
利
に
反
す
る
措
置
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
.
ま
た
、
H
a
u
e
r
v
R
h
e
i
n
l
a
n
d
-
P
f
a
l
z
,
C
a
s
e
4
4
/
7
9
,
[
1
9
7
9
]
E
C
R
3
7
2
7

a
t
3
7
4
4
及
び
S
t
a
a
t
s
a
n
w
a
.
1
t
F
r
e
i
b
u
r
g
v
F
r
a
n
z
K
e
l
l
e
r
,
C
a
s
e
2
3
4
/
8
5
,
[
1
9
8
6
]
E
C
R
2
8
9
7
参
照
o

共
同
体
が
欧
州
人
権
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
か
否
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、
共
同
体
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
を
、
共
同
体
に
お
け
る
人
権
保
護
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
し
て
用
い
る
と
判
示
し
(
/
.
N
o
l
d
 
K
o
h
l
e
n
-
u
n
d
B
a
u
s
t
o
f
f
g
r
o
s
s
h
a
n
d
l
u
n
g
v
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
C
a
s
e
4
/
7
3
,
[
1
9
7
4
]
E
C
R
4
9
1
a
t

5
0
7
)
'
多
-
の
判
決
に
お
い
て
欧
州
人
権
条
約
の
規
定
を
引
用
し
て
い
る
o
例
え
ば
t
 
V
a
n
L
a
n
d
e
w
y
c
k
e
t
a
1
.
v
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
C
a
s
e
2
0
9
-
2
1
5
&

2
1
8
/
7
8
,
[
1
9
8
0
]
E
C
R
3
1
2
5
a
t
3
2
4
8
(
欧
州
人
権
条
約
第
六
条
)
、
N
a
t
i
o
n
a
l
P
a
n
a
s
o
n
i
c
(
U
K
)
L
t
d
.
v
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
C
a
s
e
1
3
6
/
7
9
,
[
1
9
8
0
]

E
C
R
2
0
3
3
a
t
2
0
5
6
-
2
0
5
7
(
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
)
及
び
R
v
K
i
r
k
,
C
a
s
e
6
3
/
8
3
,
[
1
9
8
4
]
E
C
R
2
6
8
9
a
t
2
7
1
8
(
欧
州
人
権
条
約
第
七
条
)
参

照

o

ま

た

、

J

o

h

n

s

t

o

n

v

C

h

i

e

f

C

o

n

s

t

a

b

l

e

o

f

t

h

e

R

o

y

a

l

 

U

l

s

t

e

r

C

o

n

s

t

a

b

u

l

a

r

y

,

C

a

s

e

2

2

2

/

8

4

,

[

1

9

8

6

]

E

C

R

1

6

5

1

及

び

U

n

i

o

n

N

a

t

i

o

n

a

l

e

d
e
s
E
n
t
r
a
t
n
e
u
r
s
 
e
t
C
a
d
r
e
s
 
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
e
t
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
d
u
F
o
o
t
b
a
l
l
v
H
e
y
l
e
n
s
,
C
a
s
e
2
2
2
/
8
6
,
[
1
9
8
7
]
E
C
R
4
0
9
7
参
照
o

ま
た
へ
欧
州
議
会
へ
共
同
体
理
事
会
及
び
委
員
会
に
よ
る
共
同
宣
言
は
、
加
盟
国
の
憲
法
及
び
欧
州
人
権
条
約
に
由
来
す
る
基
本
的
権
利
を
尊
重
す
る

と
宣
言
し
て
い
る
　
(
[
1
9
7
7
]
O
J
C
I
O
3
/
1
)
-

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
F
条
第
二
項
は
'
以
上
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
を
明
示
的
に
認
め
へ
「
連
合
は
二
九
五
〇
年
二
月
四
日
に
ロ
ー
マ
に
お
い

て
調
印
さ
れ
た
人
権
及
び
基
本
的
自
由
保
護
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
、
か
つ
各
構
成
国
に
共
通
す
る
憲
法
上
の
伝
統
か
ら
生
じ
る

基
本
的
権
利
を
共
同
体
法
の
一
般
原
則
と
し
て
尊
重
す
る
」
と
規
定
す
る
。

(
8
)
　
単
一
欧
州
議
定
書
及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
な
ど
に
お
け
る
欧
州
議
会
権
限
の
強
化
と
い
う
流
れ
は
'
こ
の
よ
う
な
成
功
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
直
接

的
な
民
主
的
統
制
が
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
故
へ
共
同
体
の
活
動
範
囲
の
拡
大
及
び
権
限
強
化
の
承
認
に
当
た
っ
て
、
そ
の
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拡
大
の
利
益
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
場
合
、
加
盟
国
国
民
よ
り
の
反
発
が
生
じ
る
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
あ
た
っ
て
の
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
フ
ラ

ン
ス
の
国
民
投
票
の
結
果
を
参
照
。

(
o
>
)
　
W
i
l
l
i
a
m
s
,
S
.
,
 
"
S
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
a
n
d
A
c
c
o
u
n
t
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
y
"
,
i
n
K
e
o
h
a
n
e
,
R
.
O
.
a
n
d
H
o
f
f
m
a
n
n
,
S
.
(
e
d
s
)

T
h
e
N
e
w
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
(
1
9
9
1
)
1
5
6
a
t
1
6
2
-
1
6
4
.

(
S
)
　
し
か
も
こ
の
「
欠
損
」
は
'
共
同
体
の
統
合
が
進
み
、
共
同
体
権
限
が
拡
大
強
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
-
な
っ
て
い
く
と
い
う
不
合
理
怪
を
内

包
し
て
い
る
。

(
S
)
　
例
え
ば
、
T
w
e
n
t
y
-
s
e
c
o
n
d
R
e
p
o
r
t
o
f
t
h
e
S
e
l
e
c
t
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
n
t
h
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
L
a
w
s
,

[
1
9
7
7
-
1
9
7
8
]
H
o
u
s
e
o
f
L
o
r
d
s
,
1
3
1
a
t
1
9
9
.

(

2

)

　

L

a

c

h

m

a

n

n

,

P

㍉

S

o

m

e

D

a

n

i

s

h

R

e

f

l

e

c

t

i

o

n

s

o

n

t

h

e

U

s

e

o

f

A

r

t

i

c

l

e

2

3

5

0

f

t

h

e

R

o

m

e

T

r

e

a

t

y

"

,

(

1

9

8

1

)

1

8

C

M

L

R

e

v

4

4

7

参

照

.

(
3
)
　
w
o
条
約
第
二
三
五
条
は
、
「
共
同
市
場
の
運
営
に
あ
た
っ
て
'
共
同
体
の
目
的
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
共
同
体
の
行
動
が
必
要
と
思
わ
れ
、
こ

の
条
約
が
こ
の
た
め
必
要
な
行
動
を
と
る
権
限
を
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
理
事
会
は
、
雪
男
会
の
提
案
に
基
づ
き
全
会
一
致
で
t
か
つ
'
欧
州
議
会

と
協
議
の
後
へ
適
当
な
措
置
を
執
る
」
と
規
定
す
る
。
同
様
の
規
定
は
'
W
O
c
o
O
条
約
第
九
五
条
及
び
E
u
r
a
t
o
m
条
約
第
二
〇
三
条
に
存
在
す
る
。

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
の
改
正
は
、
総
会
を
欧
州
議
会
と
読
み
変
え
た
に
と
ど
ま
る
。

(
3
)
　
拙
稿
「
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
実
行
」
広
島
法
学
(
l
九
九
三
)
第
1
七
巻
第
三
号
a
n
〇
、
三
九
七
-
三
九
六
貢
参
照
。

(
3
)
　
た
し
か
に
、
単
一
欧
州
議
定
書
及
び
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
E
E
C
条
約
の
改
正
に
よ
り
へ
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
基
づ
い
て
共
同
体
立

法
が
行
わ
れ
て
い
た
分
野
に
お
い
て
、
共
同
体
の
明
示
的
権
限
が
条
約
上
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
第
二
三
五
条
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
た
共
同
体
権
限
の
拡
大
を
条
約
上
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
新
た
な
分
野
に
お
い
て
共
同
体
権
限
が
必
要
と

さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
三
五
条
が
援
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
へ
当
該
規
定
に
お
け
る
民
主
的
統
制
の
重
要
性
は
何
等
減
少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
.

単
l
欧
州
議
定
書
は
、
第
二
三
五
条
に
基
づ
い
て
共
同
体
立
法
が
行
わ
れ
て
い
た
'
労
働
環
境
(
第
二
八
a
条
)
へ
共
通
地
方
政
策
(
第
l
三
〇
a
-

。
条
)
、
科
学
技
術
に
関
す
る
共
通
政
策
(
第
l
三
〇
f
s
条
)
並
び
に
共
通
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
分
野
(
第
t
m
0
-
-
秦
)
な
ど
の
補
充
的
政
策

に
関
し
て
へ
新
た
な
共
同
体
権
限
を
認
め
た
。

ま
た
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
、
文
化
(
第
一
二
八
条
)
、
消
費
者
保
護
(
第
一
二
九
a
条
)
へ
欧
州
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
(
第
一
二
九
a
-
d

条
)
、
産
業
(
第
　
〇
条
)
、
開
発
協
力
(
第
1
三
〇
u
-
y
条
)
な
ど
の
新
た
な
分
野
に
お
け
る
共
同
体
権
限
が
認
め
ら
れ
た
.
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(
S
)
　
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
l
九
九
二
年
二
月
七
日
に
締
結
さ
れ
'
1
九
九
三
年
二
月
1
日
に
発
効
　
3
1
I
L
M
2
4
7
(
1
9
9
1
)
,
[
1
9
9
1
]
1
C
.
M
.
L
.
R

∽qu.ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
l
九
九
二
年
六
月
i
八
日
の
国
民
投
票
に
お
い
て
六
九
%
の
賛
成
に
よ
り
へ
　
1
二
力
国
中
蕨
初
に
批
准
o

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
、
t
九
九
二
年
七
月
二
日
、
賛
成
五
1
'
反
対
六
で
批
准
.

ギ
リ
シ
ア
は
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
、
賛
成
三
八
六
、
反
対
八
で
批
准
。
反
対
は
、
共
産
党
及
び
緑
の
党
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
九
二
年
六
月
二
三
日
、
フ
ラ
ン
ス
国
会
両
院
は
'
賛
成
五
九
二
へ
　
反
対
七
三
へ
棄
権
一
四
で
承
認
。
九
月
二
〇
日
の
国
民
投
票
で

は
'
賛
成
五
一
・
〇
五
%
、
反
対
四
九
・
九
五
%
、
五
四
万
票
の
僅
差
で
批
准
さ
れ
た
。

イ
タ
リ
ア
は
'
I
九
九
二
年
1
0
月
二
九
日
、
C
h
a
m
b
e
r
o
f
D
e
p
u
t
i
e
s
は
賛
成
四
〇
三
、
反
対
四
六
、
棄
権
一
八
で
批
准
。
反
対
し
た
の
は
'
小
党

の
R
i
f
o
n
d
a
z
i
o
n
e
共
産
党
と
M
S
I
フ
ァ
シ
ス
ト
党
。
緑
の
党
と
R
e
t
e
党
は
棄
権
。

ベ
ル
ギ
ー
は
、
l
九
九
二
年
二
月
四
日
へ
　
上
院
に
お
け
る
賛
成
二
五
へ
反
対
二
六
、
棄
権
1
で
批
准
o

ス
ペ
イ
ン
は
、
一
九
九
二
年
一
一
月
二
五
日
、
上
院
に
お
け
る
賛
成
二
二
二
へ
　
反
対
○
'
棄
権
三
で
批
准
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
は
t
 
l
九
九
二
年
1
二
月
i
七
日
、
賛
成
二
〇
八
、
反
対
二
二
で
批
准
o

オ
ラ
ン
ダ
は
'
一
九
九
二
年
二
月
一
二
日
へ
　
下
院
に
お
け
る
賛
成
一
三
七
へ
　
反
対
一
三
で
'
一
九
九
二
年
一
二
月
一
五
日
、
上
院
に
お
け
る
賛
成
多

数
で
批
准
。

デ
ン
マ
ー
ク
は
、
I
九
九
二
年
六
月
二
日
の
国
民
投
票
に
お
い
て
、
賛
成
五
〇
・
七
%
、
反
対
四
九
・
三
%
、
四
六
、
0
0
0
票
の
僅
差
で
批
准
を
否

決
し
た
が
、
一
九
九
三
年
五
月
1
八
日
の
国
民
投
票
に
お
い
て
、
賛
成
五
六
・
七
%
、
反
対
四
三
・
三
%
で
批
准
を
決
定
O

イ
ギ
リ
ス
は
'
1
九
九
三
年
五
月
二
〇
日
へ
庶
民
院
に
お
け
る
賛
成
多
数
で
'
貴
族
院
に
お
け
る
賛
成
1
四
i
、
反
対
二
九
で
可
決
.
1
九
九
三
年
八

月
二
日
批
准
。

ド
イ
ツ
は
'
1
九
九
二
年
1
二
月
二
日
へ
下
院
に
お
け
る
賛
成
五
四
三
、
反
対
l
七
で
、
t
九
九
二
年
l
二
月
l
八
日
へ
上
院
に
お
け
る
全
会
l
致
で

可
決
o
下
院
に
お
い
て
反
対
し
た
の
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
共
産
党
の
流
れ
を
引
-
民
主
社
会
主
義
党
(
D
e
m
o
c
r
a
t
i
c
S
o
c
i
a
l
i
s
m
)
　
の
み
で
あ
っ
た
。
1
九

九
三
年
一
〇
月
一
二
日
へ
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
違
憲
訴
訟
で
合
憲
判
決
が
下
さ
れ
、
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
が
批
准
書
に
署
名
。

発
効
は
最
後
の
批
准
書
付
託
の
翌
月
の
一
日
へ
　
す
な
わ
ち
二
月
一
日
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第
R
条
第
二
項
参
照
。

(
1
5
)

w
o
w
o
条
約
第
八
条
、
第
二
六
条
第
一
項
及
び
第
一
四
条
、
E
E
C
条
約
第
一
四
五
条
及
び
第
一
八
九
条
並
び
に
E
u
r
a
t
o
m
条
約
第
三
条
へ
第
一



ハ
U

r-<j郵499
HHHH号1巻

C
/
j

1

学汰島広

1
五
条
へ
第
l
二
四
条
及
び
第
l
六
l
条
o
確
か
に
へ
共
同
体
条
約
へ
特
に
E
C
条
約
の
枠
組
み
条
約
　
(
t
r
a
i
t
e
d
e
c
a
d
r
e
)
　
と
い
う
性
格
は
あ
る
が
、

E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
い
て
認
め
ら
れ
得
る
権
限
は
よ
り
広
範
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
　
共
同
体
に
加
盟
が
認
め
ら
れ
る
に
は
'
民
主
的
国
家
で
あ
り
、
か
つ
人
権
を
尊
重
す
る
国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
単
一
欧
州
議
定
書
前

文
第
三
項
及
び
-
九
七
八
年
四
月
八
日
の
民
主
主
義
に
関
す
る
欧
州
理
事
会
宣
言
へ
　
B
u
l
1
.
E
C
,
3
-
1
9
7
8
,
5
参
照
o
ま
た
へ
R
o
o
u
e
t
t
e
 
F
r
e
r
e
s
 
v
 
E
C

C

o

u

n

c

i

l

,

C

a

s

e

1

3

8

/

7

9

,

[

1

9

8

0

]

E

C

R

3

3

3

3

a

t

3

3

6

0

参

照

O

(
S
)
　
第
二
三
五
条
の
適
用
要
件
に
つ
い
て
は
へ
拙
稿
「
条
約
締
結
権
限
と
し
て
の
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
」
広
島
法
学
(
一
九
九
三
)
第
一
七
巻
第
二
号

二
一
五
へ
　
二
一
六
-
二
一
九
貢
参
照
。

(
g
)
　
ま
た
、
第
二
三
五
条
に
よ
っ
て
共
同
体
機
関
に
立
法
権
限
又
は
条
約
締
結
権
限
が
付
与
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
以
降
の
共
同
体
立
法
及
び
条
約
締
結
は
第

二
三
五
条
の
手
続
に
は
よ
ら
ず
'
一
般
に
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
い
て
理
事
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
欧
州
議
会
は
関
与
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
へ
こ
の
よ
う
な
場
合
欧
州
議
会
に
よ
る
民
主
的
関
与
は
'
さ
ら
に
減
じ
た
も
の
と
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
O
例
え
ば
、
C
o
u
n
c
i
l
D
e
c
i
s
i
o
n

7
8
/
1
6
7
/
E
E
C
o
f
F
e
b
r
u
a
r
y
,
1
3
,
1
9
7
8
,
a
d
o
p
t
i
n
g
a
c
o
n
c
e
r
t
e
d
p
r
o
j
e
c
t
o
f
t
h
e
E
E
C
i
n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
g
e
n
i
t
a
l
a
b
n
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
(
m
e
d
i
c
a
l

a
n
d
p
u
b
l
i
c
h
e
a
l
t
h
r
e
s
e
a
r
c
h
)
,
[
1
9
7
8
]
O
J
L
5
2
/
2
0
,
a
m
e
n
d
e
d
b
y
C
o
u
n
c
i
l
D
e
c
i
s
i
o
n
8
1
/
2
1
/
E
E
C
o
f
J
a
n
u
a
r
y
2
0
,
1
9
8
1
,
[
1
9
8
1
]
O
J
L

4

2

/

1

2

及

び

C

o

u

n

c

i

l

D

e

c

i

s

i

o

n

o

f

J

u

l

y

2

4

,

1

9

7

9

,

0

n

t

h

e

c

o

n

c

l

u

s

i

o

n

o

f

t

h

e

a

g

r

e

e

m

e

n

t

b

e

t

w

e

e

n

t

h

e

E

u

r

o

p

e

a

n

E

c

o

n

o

m

i

c

C

o

m

m

u

n

i

t

y

a
n
d
t
h
e
H
e
l
l
e
n
i
c
R
e
p
u
b
l
i
c
o
n
t
h
e
c
o
n
c
e
r
t
e
d
a
c
t
i
o
n
p
r
o
j
e
c
t
i
n
t
h
e
f
i
e
l
d
o
f
c
o
n
g
e
n
i
t
a
l
a
b
n
o
r
m
a
l
i
t
i
e
s
(
m
e
d
i
c
a
l
a
n
d
p
u
b
l
i
c
h
e
a
l
t
h

r
e
s
e
a
r
c
h
)
,
[
1
9
7
9
]
O
J
L
2
0
5
/
2
7
を
参
照
。

た
だ
し
、
条
約
締
結
に
関
し
て
は
'
E
C
条
約
第
二
二
八
条
に
よ
り
、
〓
正
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
」
)
　
M
H
O
条
約
第
一
五
八
条
に
お
い
て
は
'
四
年
の
任
期
。

O
 
w
o
条
約
第
7
四
六
条
　
W
H
O
条
約
第
f
四
六
条
参
照
O

(
<
s
l
)
　
共
同
体
機
関
が
行
使
す
る
共
同
体
立
法
権
限
は
、
憲
法
を
含
む
国
内
法
に
対
す
る
共
同
体
法
の
優
位
性
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
内
法
に
お
け
る
行

政
立
法
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
立
法
を
共
同
体
条
約
に
基
づ
-
行
政
的
立
法
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

K
c
s
i
)
　
と
こ
ろ
で
へ
　
共
同
体
の
活
動
範
囲
が
非
常
に
広
範
で
あ
る
た
め
、
理
事
会
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
、
大
使
級
の
各
行
政
官
庁
の
高
級
官
僚
よ
り
な
る

加
盟
国
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
常
駐
代
表
委
員
会
　
(
O
O
r
t
W
O
n
W
D
i
)
　
が
慣
行
上
設
立
さ
れ
'
後
に
機
関
合
併
条
約
に
よ
っ
て
共
同
体
の
正
式
の

機
関
と
さ
れ
た
o
 
E
C
条
約
一
五
f
条
第
1
項
　
W
H
O
条
約
第
1
五
f
条
前
段
と
比
較
.
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O
D

当
該
機
関
は
理
事
会
の
開
催
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
加
盟
国
の
意
見
の
調
整
を
は
か
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
が
、
常
駐
代
表
委
員
会
に
お

い
て
合
意
さ
れ
た
事
項
は
、
理
事
会
で
は
討
議
さ
れ
る
こ
と
な
-
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
、
常
駐
代
表
委
員
会
で
合
意
で
き
な
か
っ
た
問
題
の
み
が
理
事
会

の
審
議
の
対
象
と
な
る
(
W
Q
7
3
9
/
7
4
,
[
1
9
7
5
]
O
J
C
1
2
2
/
l
l
)
-
し
た
が
っ
て
、
理
事
会
に
お
い
て
と
ら
れ
る
決
定
の
主
た
る
部
分
は
既
に
常
駐
代
表

委
員
会
に
お
い
て
大
要
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
民
主
的
統
制
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
構
成
主
体
及
び
手
続
・
に
対
す
る
民
主

的
関
与
も
重
要
と
な
る
。

(
g
n
　
他
の
個
別
的
権
限
に
関
し
て
は
'
共
同
体
条
約
に
規
定
さ
れ
た
権
限
を
共
同
体
機
関
に
付
与
し
た
段
階
及
び
範
囲
に
お
い
て
'
民
主
的
統
制
が
貫
徹
さ

れ
た
と
議
論
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
o
し
か
し
、
第
二
三
五
条
に
関
し
て
は
、
「
共
町
市
場
の
運
営
に
あ
た
っ
て
'
共
同
体
の
目
的
の
い
ず
れ
か
を
達
成

す
る
た
め
共
同
体
の
行
動
が
必
要
と
思
わ
れ
、
こ
の
条
約
が
こ
の
た
め
必
要
な
行
動
を
と
る
権
限
を
定
め
て
い
な
い
場
合
」
と
い
う
限
定
が
あ
る
も
の
の
、

そ
の
権
限
付
与
規
定
と
い
う
性
格
上
へ
こ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
ま
で
い
か
な
-
と
も
へ
民
主
的
統
制
の
程
度
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
1
項
　
[
1
9
7
9
]
O
J
 
L
2
6
8
/
1
.

(
&
)
　
w
o
条
約
第
三
b
条
参
照
。

(

g

ァ

)

　

1

9

9

2

F

a

c

t

s

o

n

F

i

l

e

W

o

r

l

d

N

e

w

s

D

i

g

e

s

t

9

5

9

D

l

　

(

N

e

w

s

＼

C

u

r

r

n

t

)

.

(
a
)
　
w
o
条
約
第
1
五
七
条
第
l
項
　
w
H
O
条
約
第
一
五
七
条
第
1
項
参
照
o

(
S
)
　
w
o
条
約
第
一
五
七
条
第
二
項
　
w
H
O
条
約
第
一
五
七
条
第
二
項
参
照
。

(
3
)
　
w
o
条
約
第
t
八
九
a
条
第
l
項
　
w
w
u
条
約
第
f
四
九
条
第
l
項
参
照
o

w
o
条
約
第
f
 
l
I
石
条
　
w
H
O
条
約
第
1
三
七
条
参
照
O
当
該
規
定
に
お
い
て
は
'
他
の
規
定
に
お
い
て
1
般
に
用
い
ら
れ
る
「
加
盟
国
」
(
M
e
m
b
e
r

S
t
a
t
e
s
)
と
の
語
の
か
わ
り
に
'
"
S
t
a
t
e
s
b
r
o
u
g
h
t
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
h
e
C
o
m
m
u
n
i
t
y
"
と
の
句
が
用
い
ら
れ
、
集
合
的
な
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
O

一
九
七
九
年
ま
で
は
'
議
会
の
構
成
員
は
直
接
選
挙
で
は
な
く
各
加
盟
国
の
議
会
の
議
員
の
中
か
ら
、
各
加
盟
国
の
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
指
名
さ

れ
る
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
(
単
i
欧
州
議
定
書
に
よ
る
改
正
以
前
の
E
E
C
条
約
第
l
三
八
条
第
i
項
)
へ
同
年
六
月
よ
り
直
接
選
挙
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。

(
S
3
)
　
w
o
条
約
第
三
一
七
条
は
、
「
欧
州
議
会
は
'
共
同
体
に
結
合
し
た
諸
国
の
国
民
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
を

行
使
す
る
。
」
と
規
定
す
る
　
w
w
o
条
約
第
三
石
条
は
、
「
総
会
は
'
共
同
体
に
結
合
し
た
諸
国
の
国
民
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
こ
の
条
約
に
よ
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り
与
え
ら
れ
た
決
議
及
び
監
督
の
権
限
を
行
使
す
る
」
と
規
定
し
た
。

・
c
o
)
　
I
九
七
七
年
以
来
、
竺
議
定
書
採
択
以
前
に
お
い
て
も
'
理
事
会
が
欧
州
議
会
の
勧
告
を
聞
き
入
れ
な
い
場
合
へ
三
ケ
月
以
内
の
期
間
で
,
両
者
の

間
で
協
議
を
行
な
う
こ
と
が
慣
行
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
委
員
会
も
非
公
式
に
議
会
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
い
う
実
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
す
る
制
限
と
し
て
ヘ
　
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
合
意
(
a
)
2
'
B
u
l
1
.
E
C
3
-
1
9
6
6
,
8
参
照
o

・
c
r
>
)
　
も
っ
と
も
へ
欧
州
議
会
の
諮
問
が
手
続
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
へ
理
事
会
は
、
欧
州
議
会
の
意
見
を
聴
取
せ
ず
に
法
案
を
採
択
す
る
こ
と
は
で

き

な

い

　

R

o

q

u

e

t

t

e

F

r

e

r

e

s

v

E

C

C

o

u

n

c

i

l

,

C

a

s

e

1

3

8

/

7

9

,

[

1

9

8

0

]

E

C

R

3

3

3

3

a

t

3

3

6

0

-

3

3

6

友

び

　

　

　

G

m

b

H

v

E

C

C

o

u

n

c

i

l

,

C

a

s

e

1
3
9
/
7
9
,
[
1
9
8
0
]
E
C
R
3
3
9
3
a
t
3
4
2
4
.
H
a
r
t
l
e
y
,
T
.
,
"
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
"
,
(
1
9
8
1
)
6
E
L
R
e
v
1
8
1
'
J
a
c
o
b
s
,
F
.
G
.

"

I

s

o

g

l

u

c

o

s

e

R

e

s

u

r

g

e

n

t

‥

T

o

w

P

o

w

e

r

s

o

f

t

h

e

E

u

r

o

p

e

a

n

P

a

r

l

i

a

m

e

n

t

u

p

h

e

l

d

b

y

t

h

e

C

o

u

r

t

"

,

(

1

9

8

1

)

1

8

C

M

L

R

e

v

2

1

9

、

B

e

u

t

l

e

r

,

B

.

,

"

I

s

o

g

l

u

c

o

s

e

P

r

o

d

u

k

t

i

e

q

u

o

t

a

z

a

k

e

n

"

,

(

1

9

8

1

)

1

6

E

u

R

5

5

及

び

L

e

n

a

e

r

t

s

,

K

㍉

Z

a

k

e

n

1

3

8

/

7

9

e

n

1

3

9

/

7

9

"

,

(

1

9

8

1

)

2

9

S

E

W

3

9

7

参

照

.

ま
た
、
当
該
手
続
が
充
足
さ
れ
た
か
否
か
の
基
準
に
つ
い
て
、
B
u
y
l
e
t
a
1
.
v
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
[
1
9
8
2
]
E
C
R
2
4
5
a
t
2
6
1
-
2
6
4
参
照

た
だ
し
、
執
行
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
法
案
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
に
そ
の
意
見
を
考
慮
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
法
案
の
修
正
を
求
め
る
圧
力
を

加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
　
J
a
c
o
b
s
,
F
.
.
a
n
d
C
o
r
b
e
t
t
,
R
.
,
,
T
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
(
1
9
9
0
)
1
6
5
-
1
6
6
.

(
g
)
　
W
H
O
条
約
第
1
四
九
条
、
E
C
条
約
第
1
八
九
C
条
。

(
」
)
　
w
o
条
約
一
八
九
b
条
。
共
同
決
定
手
続
が
適
用
さ
れ
る
条
文
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

第第第第第第第

条

文

a五五五五六.
九a・七七六〇
秦秦条秦秦秦○

第第第第a
二二I二秦
項項項項

労居居居居サ域

内

容

働住住住住内
者ど市
の官営営営ス場
自莱莱栄莱の
由のののの演完
移樵檀m檀刺成
戟刺刺刺刺事

項
刺外資行
限国格政
撤A境
廃の免刺

敬許の
nソの調

級冒蝣Kr-
餐

tV互
承
認

協協協協協協協

旧

手

続

力力刀力力力力
手辛辛手辛辛手
続続続m続続統
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刺疏的主氏る寸
ノおに秦五≡二蘭

　
.
♪

秦CmS
3

第
一
〇
〇
b
条

第
一
二
六
条
第
四
項

第
1
二
八
条
第
五
項

第
一
二
九
条
第
四
項

第
一
二
九
a
条
第
二
項

第
1
二
九
d
条
第
1
段

第
二
二
〇
-
条
第
i
項

第
二
二
O
s
条
第
三
項

域
内
市
場
の
完
成

教
育
政
策
‥
奨
励
措
置

文
化
政
策
‥
奨
励
策

公
衆
衛
生
‥
奨
励
策

消
費
者
保
護

欧
州
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

研
究
・
技
術
‥
多
年
次
枠
組
み
計
画

環
境
政
策
の
i
般
行
動
計
画

協
力
手
続

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

諮
問
手
続

諮
問
手
続

第第第寡第第寡

条

文

七一一一一一一
≡〇〇〇〇〇〇
g三三≡a九九
条条秦aC秦C
第第寡<*条第秦
二1二四第第一第
項項項二】項≡
後級項一罪項
段段項≡

後段
段

質鍾経財∩リ刀E経

内

容

本済拷政盟C済
の」%援国U財
自栄策助財基政
由

(
政翠秦

移良辛赤[日4*-負
i
i

告字場会
)のr

防構
止成

存荏存荏荏荏存

旧

手

続

衣荏荏荏荏荏荏
せせせせせせせ
ずずずずずずず

容
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第
一
〇
五
条
第
六
項

第
一
〇
六
条
第
五
項

第
一
三
〇
d
条
前
段

第
一
三
〇
d
条
前
段

第
一
三
八
条
第
三
項
後
段

第
二
二
八
条
第
三
項

○
条

金
融
梯
関
の
監
督

欧
州
中
央
銀
行
制
度
定
款
の
変
更

構
造
基
金

桔
・
1
n
基
金

直
接
普
通
選
挙

国
際
協
定
の
締
結

加
盟

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

存
在
せ
ず

同
意
手
続

同
意
手
続
(
w
H
O
条
約
二
三
七
条
)

(
ァ
)
　
w
o
条
約
一
八
九
条
C
条
。
共
同
決
定
手
続
が
適
用
さ
れ
る
条
文
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

第第第第寡第第第第第栄栄第

条

文

六七Iii一iiiii～一
条五〇〇〇〇i二二二≡≡三
第秦三Ha五㌔ノ五七九〇〇〇
二第秦a1Daa条餐dek
項一罪秦:.V

-
秦条第秦秦条条

項五第第第第aw
項二二二二項≡

項項項項段

国共荏融ー=日-・r-
効労吹職釈也研研

内

容

籍過)%m互莱働州莱州域究究
に運政M的のm社訓横開及及
よm策関な発堤全備断If

f

びび
る」の/金行の塞ネm技技
差栄多の融改金汰ツ金術術
刺角倭保善令ト開聞
の磨先障実のワ実罪発
禁監的の施m施
止梶ア禁のn

H
京
つ

ク描参1-1
力

辛ク止決置口刀盟
続セ定調及国

ス餐びの
の、普煤
禁財及管
止・ォ演計

刺画

協諮荏存存荏協諮諮存協存協

日

力間荏在荏荏力開聞衣力荏力
手辛せせせせ辛辛辛せ辛せ辛
続続ずずずず続統続ず腰ず続

(E
E

辛C
条
約
第

続

七
条

)



・
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f

c

ffiT刺釈狗主氏る寸
ノ浴に#五≡二第的条CE「

〇
Cr,

(
5
0
　
w
o
条
約
第
i
四
〇
条
第
三
段
.
議
会
手
続
規
則
第
1
〇
九
I
第
l
二
五
条
o
ま
た
、
委
員
会
の
構
成
員
は
全
て
の
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
要
求
に
応

じ
委
員
会
の
名
に
お
い
て
墾
n
H
す
る
こ
と
が
で
き
K
>
　
W
C
J
条
約
第
1
四
〇
条
第
二
段
。
議
会
手
続
規
則
第
五
八
I
第
六
二
条
o

(
i
)
　
w
o
条
約
第
一
四
三
条
。

w
o
条
約
第
一
四
四
条
。
加
盟
国
政
府
は
不
信
任
さ
れ
た
委
員
会
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
再
び
任
命
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
同
時
に
欧
州
議
会

も
こ
の
よ
う
に
し
て
再
任
さ
れ
た
委
員
会
の
全
体
を
再
び
不
信
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

委
員
会
の
不
信
任
決
議
は
幾
度
か
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
採
択
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
七
二
年
二
月
に
'

予
算
権
限
に
関
し
て
　
(
B
u
l
l
.
E
C
,
l
l
-
1
9
7
2
,
p
o
i
n
t
l
1
8
及
び
B
u
l
1
.
E
C
,
1
2
-
1
9
7
2
,
p
o
i
n
t
1
2
6
)
へ
　
T
九
七
六
年
五
月
乳
製
品
の
余
剰
に
関
し
て
　
(
B
u
l
l
.

E
C
,
5
-
1
9
7
6
,
p
o
i
n
t
2
4
0
3
)
、
l
九
七
六
年
一
二
月
モ
ル
ト
の
輸
出
補
助
金
に
関
し
て
　
(
B
u
l
l
.
E
C
,
1
2
⊥
9
7
6
,
p
o
i
n
t
2
4
0
3
)
及
び
l
九
七
七
年
三
月
ソ

ビ
エ
ト
に
対
す
る
バ
タ
ー
の
輸
出
に
関
し
て
　
(
B
u
l
l
.
E
C
,
3
-
1
9
7
7
,
8
3
,
p
o
i
n
t
2
.
3
.
3
2
)
不
信
任
決
議
が
提
案
さ
れ
た
o

(
5
)
　
w
H
O
条
約
第
一
四
〇
条
　
E
u
r
a
t
o
m
条
約
第
二
〇
条
。

(
」
)
　
w
o
条
約
第
一
三
八
b
条
。

(
S
)
　
第
一
三
八
C
条
。

(
5
5
)
　
第
一
三
八
d
条
及
び
第
八
d
条
。

/
。
。
¥
　
第
一
三
八
e
条
及
び
第
八
d
条
。

第
l
五
八
条
第
二
項
。
委
員
会
に
は
、
委
員
長
と
1
名
又
は
二
名
の
副
委
員
長
と
が
あ
る
が
、
委
員
長
は
、
加
盟
国
政
府
が
欧
州
議
会
と
協
議
し
た
後
へ

全
会
l
致
で
任
命
す
る
。
加
盟
国
政
府
は
、
委
貞
長
予
定
者
と
協
議
し
て
他
の
委
員
を
指
名
す
る
O
指
名
さ
れ
た
委
員
長
及
び
委
員
は
'
i
体
と
し
て
欧

州
議
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
欧
州
議
会
の
承
認
後
へ
加
盟
国
政
府
の
合
意
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
　
W
H
O
条
約
に
お
い
て
は
、
委
員
会

の
委
員
は
加
盟
国
政
府
間
の
合
意
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
　
(
第
一
五
八
条
)
。

(
S
3
)
　
例
え
ば
、
予
算
決
定
権
な
ど
。
E
C
条
約
第
一
七
三
条
に
お
い
て
は
'
「
欧
州
議
会
の
議
決
で
法
的
効
果
を
有
す
る
も
の
」
を
共
同
体
裁
判
所
の
審
査
対

象
と
し
て
い
る
。
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(
」
)

(
」
)

/
C
O
N

(S)
(
5
5
)

(
5
6
)

7

5

8

595

(g)

L
e
s
 
V
e
r
t
s
v
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
l
i
a
m
e
n
t
,
C
a
s
e
2
9
4
/
8
3
,
[
1
9
8
6
]
E
C
R
1
3
3
9
.

C
a
s
e
3
0
2
/
8
7
,
[
1
9
8
8
]
E
C
R
5
6
6
5
.

C
a
s
e
7
0
/
8
8
,
[
1
9
9
0
]
1
E
C
R
2
0
4
1
.

Ibid.

E
E
C
条
約
第
二
三
六
条
参
照
。

L

a

u

w

a

a

r

s

,

R

.

I

L

a

w

f

u

l

n

e

s

s

a

n

d

L

e

g

a

l

F

o

r

c

e

(

1

9

7

3

)

8

5

'

L

a

c

h

m

a

n

n

,

P

㍉

S

o

m

e

D

a

n

i

s

h

R

e

f

l

e

c

t

i

o

n

s

o

n

t

h

e

U

s

e

o

f

A

r

t

i

c

l

e

2

3

5

0

f

t

h

e

R

o

m

e

T

r

e

a

t

y

"

,

(

1

9

8

1

)

1

8

C

M

L

R

e

v

4

4

7

'

R

e

h

b

i

n

d

e

r

,

E

.

&

S

t

e

w

a

r

t

,

R

㍉

L

e

g

a

l

l

n

t

e

g

r

a

t

i

o

n

i

n

F

e

d

e

r

a

l

S

y

s

t

e

m

s

‥

E

u

r

o

p

e

a

n

C

o

m

m

u

n

i

t

y

E

n

v

i

r

o

m

e

n

t

a

l

L

a

w

"

,

3

3

A

m

e

r

i

c

a

n

J

o

u

r

n

a

l

o

f

C

o

m

p

a

r

a

t

i

v

e

L

a

w

3

7

1

a

t

4

0

0

(

1

9

8

5

)

、

N

i

c

o

l

a

y

s

e

n

,

G

㍉

E

n

v

i

r

o

m

e

n

t

a

l

P
o
l
i
c
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
S
i
n
g
l
e
E
u
r
o
p
e
a
n
A
c
t
"
,
i
n
S
c
h
w
a
r
z
e
,
J
,
&
S
c
h
e
r
m
e
r
s
,
H
.
,
e
d
s
,
S
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 
o
f
E
u
r
o
p
e
a
n

C
o
m
m
u
n
i
t
y
P
o
l
i
c
y
(
1
9
8
8
)
1
1
2
-
1
1
5
'
K
e
i
s
e
r
,
J
.
H
㍉
G
r
e
n
z
e
n
d
e
r
E
G
-
Z
u
s
t
賢
d
i
g
k
e
i
t
"
,
(
1
9
8
0
)
1
5
E
u
R
a
t
l
1
6
n
6
9
及
び
S
c
h
e
u
i
n
g
,
P
.

H
㍉
U
m
w
e
l
t
s
c
h
u
t
z
a
u
f
d
e
r
G
r
u
n
d
l
a
g
e
d
e
r
E
i
n
h
e
i
t
l
i
c
h
e
n
E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
A
k
t
e
"
,
(
1
9
8
9
)
2
4
E
u
R
1
5
2
a
t
1
5
6
異
照
o

拙
稿
「
E
E
C
条
約
第
二
三
五
条
に
お
け
る
実
行
」
広
島
法
学
(
一
九
九
三
)
第
一
七
巻
第
三
号
四
二
〇
。

C
a
s
s
e
s
e
,
A
.
e
d
,
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
C
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
F
o
r
e
i
g
n
P
o
l
i
c
y
(
1
9
8
0
)
1
-
1
1
0
.

T

h

o

n

e

-

W

i

l

l

e

,

E

.

,

D

i

e

P

a

r

l

a

m

e

n

t

e

d

e

r

E

G

1

3

4

(

1

9

8

4

)

1

0

5

-

1

3

4

及

び

N

e

w

m

a

n

,

K

.

M

.

.

,

"

T

h

e

l

m

p

a

c

t

o

f

N

a

t

i

o

n

a

l

P

a

r

l

i

a

m

e

n

t

s

o
n
t
h
e
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
C
o
m
m
u
n
i
t
y
L
a
w
"
,
i
n
D
u
d
r
o
i
t
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
a
u
d
r
o
i
t
d
e
V
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
:
l
i
b
e
r
a
m
i
c
o
r
u
m
P
i
e
r
r
e
P
e
s
c
a
t
o
r
e

(

1

9

8

7

)

4

8

1

a

t

4

8

5

-

4

9

7

参

照

o

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
'
加
盟
国
国
内
議
会
が
共
同
体
の
活
動
に
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
付
属

の
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
R
u
l
e
o
f
N
a
t
i
o
n
a
l
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
U
n
i
o
n
及
び
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
t
h
e

P

a

r

l

i

a

m

e

n

t

s

参

照

(

3

1

I

L

M

2

4

7

a

t

3

6

6

-

3

6

7

(

1

9

9

1

)

)

-

議
会
手
続
規
則
A
n
n
e
x
X
V
I
-

V
e
d
e
l
R
e
p
o
r
t
,
B
u
l
l
.
E
C
,
S
u
p
p
l
e
m
e
t
4
/
7
2
(
1
9
7
2
)
a
t
3
2
.

E
E
C
条
約
第
一
三
八
条
第
三
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
へ
全
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
一
律
の
手
続
に
お
い
て
直
接
普
通
選
挙

が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
た
め
、
欧
州
議
会
は
均
質
的
な
母
胎
よ
り
選
挙
さ
れ
た
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ



斜V
P
T

r
t
i
i

刺統的主氏る
I
B

おに秦五≡二
寡約秦CE70

0

て
、
欧
州
議
会
の
民
主
的
正
当
性
に
疑
義
を
呈
す
る
意
見
も
あ
る
が
(
K
l
e
i
n
,
E
㍉
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
s
p
e
r
s
p
e
k
t
i
y
e
n
f
i
l
r
d
a
s
E
u
r
o
p
S
i
s
c
h
e
P
a
r
l
a
m
e
n
t
"
,

(
1
9
8
7
)
2
2
E
u
R
9
7
a
t
l
0
5
)
、
理
事
会
の
構
成
員
の
選
出
手
続
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
O

小
稿
は
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
若
手
研
究
員
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
平
成
四
年
六
月
-
平
成
五
年
八
月
に
か
け
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ

ー
校
ボ
ー
ル
ト
・
ホ
ー
ル
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
行
っ
た
調
査
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
.
こ
の
滞
在
を
可
能
と
し
て
汗
さ
っ
た
日
米
教
育
委
員

会
ま
た
同
地
に
お
い
て
お
世
話
に
な
っ
た
ボ
ー
ル
ト
・
ホ
ー
ル
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
及
び
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
図
書
館
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
感
謝
の
意

を
表
し
ま
す
。




